
 

 

                         神区社協発第   号 

令和４年  月  日 

 

各地区連合自治会・町内会会長 様 

社会福祉法人 

横浜市神奈川区社会福祉協議会 

会長  河原 史郎 

                                                    （公 印 省 略） 

 

 

令和４年度 社会福祉法人横浜市神奈川区社会福祉協議会 

第４種（自治会・町内会）会費納入について【ご依頼】 

 

 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

また、日頃より本会事業の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、標記会費納入につきまして、今年度も別紙のとおり各町内会・自治会様  
 へ依頼文書を送付いたします。  

なお、皆さまからご協力いただいた会費は、地区社協の活動費や福祉啓発のた 

 めの広報紙の発行等に活用させていただいております。 

 つきましては、ご多用のところ恐縮に存じますが、下記のとおりご協力いただ 

きたくお願い申しあげます。 

 

 

１ 会費額  対象世帯数×５０円 

※各自治会・町内会の会費額は、別添の「会費額一覧表」をご参照ください。 

※対象世帯数は、令和４年４月１日現在で区役所にお申し出いただいている 

世帯数を参考にしております。 

    
 
２ 会費納入期限   

令和４年９月３０日（金） 
 
 

３ 各町内会・自治会あての依頼文書  
   

別紙例のとおり  
  

 

                       【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会 松本 

電 話：３１１－２０１４ 

ＦＡＸ：３１３－２４２０ 

従来のとおり単位自治会・町内会ごとに納入していただける 
各地区連合自治会・町内会長様  あての文書  



 

                          神区社協発第   号 

令和４年  月  日 

 

各自治会・町内会 会長 様 

社会福祉法人 

横浜市神奈川区社会福祉協議会 

会長  河原 史郎 

                                                     （公 印 省 略） 

 

 

令和４年度 神奈川区社会福祉協議会正会費の納入について【ご依頼】 

 

 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

また、日頃より本会の事業推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

あわせて、昨年度の会費納入につきまして、多大なご協力を賜りましたことを 

心からお礼申しあげます。 

皆様よりご協力いただいた会費は、各地区社協の活動費や福祉啓発のための広 

報紙の発行等に活用させていただいております。 

今後も皆様のご理解とご協力を得ながら、地域に根ざした福祉保健活動の充実 

に努めていく所存です。 

つきましては、下記のとおり今年度の会費納入にご協力賜りたくお願い申しあ 

げます。 

 

 

１ 会費額（第４種会費） 対象世帯数×50 円 
  （対象世帯数：令和４年４月１日現在で区役所にお申し出いただいている 

世帯数を参考に算出） 

  ※各自治会・町内会の会費額は、別添の「会費額一覧表」をご参照ください。 

  ※世帯数が異なる場合は、実際の世帯数に合わせた金額でお願いいたします。  
 
２ 納入方法 次のいずれかの方法により納入ください 

(1) 窓口納入 本会窓口にて直接納入ください。 

        受付時間：月曜～金曜 午前 9 時～午後 5 時 

             ※祝日を除く 

(2) 郵便振替 同封の「払込取扱票」により最寄りの郵便局でお手続きください。  
 

３ 納入期限  令和４年９月３０日（金） 

  

 

  

                   【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会（担当：松本） 

〒221-0825 神奈川区反町１－８－４ 

はーと友神奈川 １階 

電話：311-2014 / FAX：313-2420 

例 

従来のとおり単位自治会・町内会ごとに納入していただける  
各自治会・町内会長様 あての文書  



神区社協発第   号 

 令和４年  月  日 

 

 

各地区連合自治会・町内会 会長 様           社会福祉法人 

横浜市神奈川区社会福祉協議会 

会長  河原 史郎 

                                                     （公 印 省 略） 

 

令和４年度 社会福祉法人横浜市神奈川区社会福祉協議会 
第４種（自治会・町内会）会費納入について【ご依頼】 

 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

日頃より本会事業の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

また、昨年度は、各地区における会費の取り纏めにご協力いただきありがとうござい 

ました。 

皆様よりご協力いただいた会費は、各地区社協の活動費や福祉啓発のための広報紙の 

発行等に活用させていただいております。 

今年度も、ご多用のところ恐縮ですが下記のとおりご協力賜りたくお願い申しあげます。 

なお、この文書と同様のもの（コピー）を１部、各地区連合自治会町内会会計様用と 

して同封させていただいております。 

 
１ 送付書類 
①会費納入流れ図 

②自治会・町内会あての依頼文書（別紙例） 

③令和４年度単位自治会・町内会別会費額一覧表 

     ※一覧表には、各自治会・町内会から会費をお預かりになる際に会計担当様が 

受領日、受領額を記載する欄を設けております。 
 

※会費額について  
対象世帯数は、令和４年４月１日現在で区役所にお申し出いただいている世帯数を 

参考に、対象世帯数×50 円として算出しています。 

世帯数が異なる場合は、実世帯数に合わせた金額を納入ください。  
 

２ 納入方法 次のいずれかの方法により納入ください 
(1) 窓口納入 本会窓口にて直接納入ください。 

           受付時間：月曜～金曜 午前 9 時～午後 5 時 

                ※祝日を除く 

(2) 郵便振替 同封の「払込取扱票」により最寄りの郵便局でお手続きください。 

 

※各自治会・町内会あての領収書について  
各地区連合自治会・町内会様から納入いただいた後、本会より各自治会町内会名、 

納入金額を記載した領収書をお送りいたします。 

 

３ 納入期限  
令和４年９月３０日（金） 

 
【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会（担当：松本） 

〒221-0825 神奈川区反町１－８－４ 

      はーと友神奈川 １階 

 電話：311-2014 / FAX：313-2420 

地区連合自治会・町内会で取り纏めていただける 
各地区連合自治会・町内会長様  あての文書  



会費額一覧表を参照し、各自治会より会費を受領

いただきますようお願いいたします。 

各自治会町内会からの会費を取り纏めいただきま

したら、区社協窓口での直接納入もしくは郵便振

替により納入くださいますようお願いいたしま

す。 

  

会費を持参 

会費納入 期限 9月 30日（金） 

7月 19 日 区連会 

会費納入について区社協より依頼します。 

領収書の発行 

神奈川区社協事務局 

連合町内会ご担当 

（会計担当等） 

 

令和４年度 区社協会費納入の流れ（連合取りまとめ方式） 

 
 

 
【連合自治会町内会（会長、会計担当）】 

7月 21日 

配送便にて各単位自治会町内会様に、

会費納入の依頼文書を配送します。 

 
送付文書 
①  各自治会・町内会あての依頼文書 
②  会費納入流れ図（本書類） 

 

各連合自治会町内会担当者様に、区社

協会費をお納めください。 

(令和 4年 4月 1日現在の加入世帯数

×50 円にて算出しております。世帯

数が異なる等、依頼金額と納入金額が

異なる場合は、その旨、担当者様にお

伝えください) 

7月 19 日 

各連合自治会町内会長様に、下記の文書を区連

席上で配付します。 

 
① 会費納入の依頼文書 
② 会費納入流れ図（本書類） 
③ 各自治会・町内会あての依頼文書(参考) 
④ 各自治会・町内会への会費額一覧表 
⑤ 払込取扱票 
 

【各単位自治会・町内会】 

お知らせいただいた金額を確認し、領

収書を発行、お届けします。 

 

会費納入の際には、各自治会町内会様か

らお納めいただいた金額をお知らせくだ

さい。 

 



 

 

 

神区社協発第   号 

令和４年  月  日 

 

各自治会・町内会 会長 様 

社会福祉法人 

横浜市神奈川区社会福祉協議会 

会長  河原 史郎 

                                                     （公 印 省 略） 

 

神奈川区社会福祉協議会・会費の納入について【ご依頼】 

 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

また、日頃より本会事業の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

あわせて、昨年度の会費納入につきまして、多大なご協力を賜りましたことを 

心からお礼申しあげます。 

皆様よりご協力いただいた会費は、各地区社協の活動費や福祉啓発のための広 

報紙の発行等に活用させていただいております。 

今後も皆様のご理解とご協力を得ながら、地域に根ざした福祉保健活動の充実 

 に努めていく所存です。 

さて、貴自治会・町内会からの会費納入につきましては、地区連合自治会町内 

会にて取りまとめて納入いただく方法で、ご協力いただいております。 

つきましては、会計担当者様など各地区連合自治会町内会のご担当様へお預け 

くださいますようお願い申しあげます。 

 

１ 会費額（第４種会費） 対象世帯数×50 円 
 （対象世帯数：令和４年４月１日現在で区役所にお申し出いただいている 

世帯数を参考に算出） 

※各自治会・町内会の会費額は、別添の「会費額一覧表」をご参照ください。 

※世帯数が異なる場合は、実際の世帯数に合わせた金額にお願いいたします。  
 
２ 納入方法 

各地区連合自治会・町内会の会計担当の方へ直接お納めくださいますよう 

お願いいたします。 

 

３ 参考資料 

  (1)令和 4 年度 区社協会費納入の流れ 

 

 

 

 

【問合せ先】 

神奈川区社会福祉協議会（担当：松本） 

〒221-0825 神奈川区反町１－８－４ 

      はーと友神奈川 １階 

 電話:311-2014 / FAX：313-2420 

地区連合自治会・町内会で取り纏めていただける 
各自治会・町内会長様  あての文書  

例 



令和4年度　神奈川区社会福祉協議会　会費額一覧表

連合名 　名　　　　　　　称 世帯数 請求会費 受領日 受領額

<1> 合　計 1,050 52,500

1 ○○ ○○町内会 100 5,000

2 ○○ ○○町内会 200 10,000

3 ○○ ○○町内会 350 17,500

4 ○○ ○○町会 400 20,000

地区連合町内会で取り纏めいただける

各地区連合自治会・町内会長様 あての文書



                     

 

令和４年７月 19 日 
各地区連合会長 様 

社会福祉法人神奈川県共同募金会

横浜市神奈川区支会 
支会長 河原 史郎 

 
「共同募金神奈川区だより」全戸配布の協力依頼について 

 
 
共同募金運動の推進につきまして、例年格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
３年度も多くのご寄付をお預かりし、地域福祉のための事業や社会福祉施設・団体の活

動のために役立てることができますのも、戸別募金を始めとした自治会・町内会の皆様の

ご協力によるものであると深く感謝申し上げます。 
今年度も１０月から全国一斉に共同募金運動が始まります。運動に先立ち、地域の皆様

に共同募金の使途等をお伝えすることを目的に「共同募金神奈川区だより」の全戸配布を

行いたく、お手数おかけいたしますが、自治会・町内会の皆様のご協力を賜りますようお

願い申し上げます。 
※新型コロナウイルスの感染リスクを考慮し、できる範囲でのご協力をお願いいたします。 

 
１ 依頼事項  自治会・町内会を通じた「共同募金神奈川区だより」全戸配布へのご協

力をお願いいたします。 
 
２ 送付時期  令和４年８月下旬（「広報よこはま」９月号と同時期） 

 
３ 送付方法  配送業者から、各自治会・町内会の広報配布担当者様あてに直接送付い

たします。 

 
４ 「共同募金神奈川区だより」の概要 

（１）体裁：Ａ４版（両面）１枚  

（２）内容：令和３年度共同募金実績および配分実績 

              令和４年度共同募金運動への協力依頼 

 

５ 添付資料 ＜参考資料＞令和３年度版「共同募金神奈川区だより」（写） 

 
神奈川県共同募金会横浜市神奈川区支会 
担当 本橋・井野 
TEL：３１１－２０１４  
FAX：３１３－２４２０ 







⾃治会町内会⻑ 各位 
 

環境創造局公園緑地整備課⻑ 
 

 
「三ツ沢公園球技場を含む公園の再整備に向けた基本的な考え⽅（案）」に関する 

市⺠意⾒募集の実施について 
 

⽇ごろから、市政への御理解と御協⼒を賜り、ありがとうございます。 
  

横浜市環境創造局では、これまで多くの市⺠の皆様に親しまれてきた三ツ沢公園内において、
新たな球技場の建設や⽼朽化した公園施設の再整備を検討していくため、このたび「三ツ沢公
園球技場を含む公園の再整備に向けた基本的な考え⽅（案）」を整理し、令和 4 年 8 ⽉ 10 ⽇（⽔）
から 9 ⽉８⽇（⽊）までの期間において、市⺠意⾒募集を実施いたします。 

つきましては、7 ⽉の配送便にてポスターをお送りいたしますので、掲⽰板への掲出をお願い
いたします。 

なお、広報よこはま８⽉号にて「三ツ沢公園球技場を含む公園の再整備に向けた基本的な考
え⽅（案）」に関する市⺠意⾒募集を実施する旨について掲載する予定ですので、あわせてお知
らせいたします。 

多くの市⺠の皆様、地域の皆様のご意⾒をお聞きしながら、今後、検討の深度化を図ってい
きたいと考えていますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 
 
【配布資料】 
・「三ツ沢公園球技場を含む公園の再整備に向けた基本的な考え⽅（案）」市⺠意⾒募集リーフ

レット 
・掲⽰板⽤ポスター 
 

担当：環境創造局公園緑地整備課 
                             担当課⻑ 河辺 / 担当係⻑ ⾬宮 

電話：671−4768 
FAX：671−2724 
E-mail：ks-koenseibi-m@city.yokohama.jp 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

郵便はがき 

２ 3 1 0 0 0 5 
料⾦受取⼈払郵便 

差出有効期間 
令和●年●⽉ 

●⽇まで 
（切⼿不要） 

 

神奈川県横浜市中区本町 

６丁目 50 番地の 10  
 横浜市環境創造局 
  公園緑地整備課 意⾒募集担当 ⾏ 
 

該当する項目にチェックをお願いします           
 
①お住まい  □横浜市     区 

         □横浜市外 
 
②三ツ沢公園の利用頻度 

□毎日          □月に 1 度 

□週に２～３度     □ほとんど利用しない 

□週に１度 

三ツ沢公園の再整備に向けた基本的な考え方（案）について、皆様のご意見をお聞かせください。 

募集期間 

令和４年８月10 日（水）から令和４年９月８日（木）まで 

 
応募方法 次の方法で、ご意見をお寄せください 

① はがき（左のはがきを切り取り、ご使用ください） 

  【切手不要 当日消印有効】 

② FAX ０４５-671-２７２４  

  【横浜市 環境創造局 公園緑地整備課 意見募集担当あて】 

③ 電子メール  ks-koenseibi-m@city.yokohama.jp 

④ インターネット入力フォーム 

スマートフォンで回答される方は 

   右の QR コードからアクセスできます。 

   パソコンで回答される方は、下記よりアクセスください。 

QR 
コード 

三ツ沢公園 市民意見募集 検索 

お問い合わせ 

横浜市 環境創造局 公園緑地整備課 意見募集担当 

〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

TEL 045-671-4768 

・頂いたご意⾒は、今後の検討の参考とさせていただきます。 
・電話でのご意⾒の受付及びご意⾒への個別回答はいたしませんので、あらかじめご了承下さい。 
・ご意⾒の提出に伴い取得したメールアドレス、FAX 番号等の個⼈情報は「横浜市個⼈情報の保護 

に関する条例」の規定に従い適切に管理し、ご意⾒の内容に不明な点があった場合などの連絡・ 
確認の⽬的に限って利⽤します。 

三ツ沢公園球技場を含む 

公園の再整備に向けた基本的な考え方（案） 

募集期間  令和４年８月 10 日（水） から 令和４年９月８日（木）まで 

市民の皆様のご意見を募集します 

● 三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場）は、プロやアマチュアによる 

サッカーやラグビーの試合が数多く開催され、これまで多くの市民の皆様 

に親しまれてきた球技場です。 

 
● 一方、建設から 58年が経過して老朽化が進み、バリアフリー化が不十分で 

あることに加え、観客席に屋根が無いなど、J リーグが定めるスタジアム 

基準を満たしていない状況にもあります。 

そのため、横浜市では本球技場の改修やこれに伴う公園の再整備に向けた 

検討を進めてきました。 

 
● このたび、三ツ沢公園球技場を含む公園の再整備に向けた基本的な考え方 

（案）として取りまとめましたので、皆様のご意見を伺います。 

参考 三ツ沢公園/球技場の歴史・沿革 

 1949 年（昭和 24 年） …第 4 回国民体育大会の会場として公園を開設 

1951 年（昭和 26 年） …陸上競技場を建設し、日米対抗陸上競技会のこけら落としを実施 

1955 年（昭和 30 年） …第１０回国民体育大会において陸上競技場をメイン会場として使用 

1964 年（昭和 39 年） …（現在の球技場で）第１８回オリンピック東京大会のサッカー競技を実施 

1981 年（昭和 56 年）  …全国高等学校総合体育大会を開催 

1993 年（平成 5 年）   …Ｊリーグの試合を開催 

1998 年（平成 10 年） …かながわ・ゆめ国体のラグビー・フットボール会場として使用 

2008 年（平成 20 年） …ネーミングライツ契約により、名称を「ニッパツ三ツ沢球技場」とする 

2022 年（令和 4 年）   …ラグビーリーグワンの試合を開催 

Archive ～ 三ツ沢公園の昭和 30 年代から 40 年代の様子 ～ 

注）〇〇年  …緑⽂字  

⇒三ツ沢公園球技場関連 

陸上競技場/球技場/テニスコート/ 

野球場が整備されている 

建設当時の三ツ沢公園球技場 馬術練習場/戦没者慰霊塔 

現在の配置図/三ツ沢公園の概要   
 

所 在 地  神奈川区三ツ沢西町３―１   

公園種別 運動公園    

面   積 約２８ha 

三ツ沢公園球技場 

（ニッパツ三ツ沢球技場） 

A 

B C 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

C 

公園内の主な施設 

 

A 陸上競技場 

B 補助陸上競技場 

C テニスコート（第１～３） 

D 公園管理センター 

E 青少年野外活動センター 

F 自由広場 

G 馬術練習場 

H 戦没者慰霊塔 

I  平沼記念体育館 

I 

位置図 

横浜新道 

横浜駅 三ツ沢公園 

三ツ沢上町駅 

市営地下鉄ブルーライン 

未 定 稿 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q なぜ現在の位置で球技場を再整備しないのか？ 

●築５８年と老朽化が進み、バリアフリー化も不十分であること 

に加え、観客席に屋根が無いなど、J リーグのスタジアム基準 

を満たしていない状況にあります。 
 

●現在の球技場は市民や６つのスポーツチームに利用され、 

国内でも突出した使用状況にあるため、新たな利用ニーズ 

にも十分な対応ができていません。 

基本的な考え⽅（案）へのご意⾒（ご⾃由にご記⼊下さい） 

Q なぜ球技場を再整備する必要があるのか？ 三ツ沢公園球技場を含む公園の再整備に向けた基本的な考え方（案） 

再整備の目的 

取組の方向性 

① 市民利用枠の確保を図るため、既存の球技場も 

活かしながら新たな球技場の建設について検討を進めます。 
 
② 老朽化した他の公園施設のリニューアルについても検討を 

行いながら、三ツ沢公園の再整備を進めていきます。 

今後の主な検討課題 

① 厳しい財政状況の中、効率的・効果的な 

球技場の整備や運営、市民サービスの充実 

に向けて、公民連携の取組を最大限に 

推進すること 
 

② 球技場建設に伴い、影響を受ける施設の 

代替機能を確保すること  
 

③ 公園内にある桜の名所や緑豊かな環境 

を次世代に継承すること  
 

④ スポーツイベント開催時の交通誘導など、 

周辺地域への影響に対応すること  

③三ツ沢公園で利用する主な施設  ※複数選択可 
 

□三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場） 

□陸上競技場（補助陸上競技場を含む） 

□テニスコート  □青少年野外活動センター 

□自由広場    □馬術練習場   □平沼記念体育館 
 

（その他の利用） 

□散歩や憩いの場  □ジョギング  □体操・軽運動 

□地域の活動  

□上記以外（                          ） 
新たな 

球技場 

配置イメージ 

スポーツのできる公園の充実 健康増進・地域の魅力づくり 

オリンピックを開催してきた歴史や魅力をレガシー

として継承し、近年一層高まる球技場利用の需要に

も対応するとともに、新たな時代に求められる質の

高いスポーツ施設のある公園を目指します。 

誰もがスポーツを楽しみ、健康づくりに取り組める

機会や環境の充実を図り、地域の魅力を高めてい

きます。 

花と緑の充実による公園の魅力向上 災害時における防災機能の充実 

公園内の多様な利用や賑わいが生まれ、市民がまた訪れ

たいと思える、花と緑にあふれた公園を目指します。 

広域避難場所や広域応援活動拠点などとしての

防災機能の充実を図ります。 

キリトリ線 

キ
リ
ト
リ
線 

 

86 日 三ツ沢公園球技場（ニッパツ三ツ沢球技場） 

ノエビアスタジアム神戸 62 日 

ユアテックスタジアム仙台 51 日 

IAI スタジアム日本平 51 日 

35 日 パナソニックスタジアム吹田 

【出典】第 36 回 J リーグ関係自治体等連絡協議会（2020 年度調査） 

参考 球技場の年間使用日数 （平成 30 年度実績） 

（検討１） 

球技場の老朽化が進んでおり、現行の法令に適合させな

がら既存のメインスタンドに屋根をかけることは、構造や

施工の効率性の観点から困難です。 

（検討２） 

球技場全体を建て替える場合、J リーグのスタジアム基準

に基づき全ての観客席への屋根かけが必要となりますが、

（屋根が無い現状と比較すると）日照時間が減りますので、

その分、球技場の稼働日を大幅に制限して芝生を休ませる

必要があります。 

既存のメインスタンドの上に 

直接的または間接的に屋根を 

かける方法 

各検討課題について 

屋根あり 屋根なし 

 

①民間企業のノウハウや資金を活用している他都市先行事例

も参考に、本検討においても公民の連携による取組を最大

限に活用していくことは大変重要な視点であると考えてい

ます。 
 

②既存の施設を利用されている方々のご意見もお聞きしな

がら、代替機能の確保について検討を進めていきます。 
 

③影響を受ける既存の樹木については、移植を基本として 

検討を進めていきます。 
 

④駐車場の計画や車両の通行経路など、周辺地域の交通へ

の影響と対応等について検討を進めていきます。 

参考 これまでに検討した屋根かけの方法 

●現位置での建て替えは市民やスポーツチームの利用枠

が確保できないため、既存の球技場を活かしながら、 

J リーグ基準等を満たす新たな球技場の建設について

検討を進めていく必要があります。 

参考 屋根の有無による日照のイメージ 

日光 

芝生 

スタンド スタンド 

芝生面への日照

時間が減少 

未 定 稿 



 

 

 

横浜市 環境創造局 

8 月10 日（水） から 9月8日（木） まで 

お問い合わせ 

三ツ沢公園  

市民意見募集 

検 

索 

又は 

三ツ沢公園球技場を含む 

公園の再整備に向けた基本的な考え方（案） 

詳しくはこちらまで 

はがき 

メール 

FAX 

インターネット 

市民意見募集 
を実施します。 

募集期間 

ご意見の 

提出方法 

みなさんのご意見を 

お寄せください。 

中区本町6-50-10 

671-2724 

Ks-koenseibi-m@city.yokohama.jp 

 〒231-0005  

リーフレットの 

配架場所 

・ 市民情報センター（市庁舎3階） 

・ 各区役所（区政推進課 広報相談係） 

・ 鉄道駅等のPRボックス 

・ 三ツ沢公園内  など 

横浜市 環境創造局 公園緑地整備課 意見募集担当 

TEL  045-671-4768        〒231-0005 横浜市中区本町６丁目50番地の 10 

 

横浜市環境創造局公園緑地整備課 

令和4年 

※こちらのHP開設は 8月 10日を予定しています。 

基本的考え方（案）の詳細については、リーフレットをご覧ください。 
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